
 

 

 
 

市営住宅の給水管からの漏水の発生について 

 

令和８年７月３日（金）１５時頃、市営野川西住宅８号棟において、居室内の給水管の

破損により漏水が発生しました。これにより、一時的に発生場所の住棟（３０戸中、２７

戸入居中）の給水を停止しましたが、１９時５０分に復旧作業が完了し、給水を再開いた

しました。 

 

  
１ 住宅名 

  市営野川西住宅 ８号棟 

  宮前区西野川 1丁目２３番８号 

 

２ 発生日時 

  令和８年７月３日（金） １５時頃 

 

３ 経過 

  入居者からの漏水の相談により、川崎市住宅供給公社から業者を派遣して給水管の確

認を行っていたところ、管から水が噴き出して居室内に流出しました。 

 

４ 原因 

  調査中 

 

５ 被害状況 

  該当の居室内が浸水したため、居住者は近隣住戸へ退避しました。なお、他の居室へ

の被害は現在確認されておりません。 

また、一時的に発生場所の住棟（３０戸中、２７戸入居中）の給水を停止したため、

２時間半程度、水道が使用できませんでした。 

 

６ 本市における対応 

  漏水が発生した住棟の入居者には、給水の停止時と再開時にそれぞれ周知を行ってお

ります。 

また、漏水が発生した居室の住民に対しましては、今後の居住に関しての御希望を伺

いながら適切に対応してまいります。 

 

 

 

 
 

 

問合せ先 

川崎市まちづくり局住宅政策部 

市営住宅管理課 須山 

電話 ０４４－２００－２９４６ 

内線 ３６６０１ 

令 和 ８ 年 ７ 月 ３ 日 
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川崎市（まちづくり局） 


